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は
じ
め
に

『
吾
妻
鏡
』に
は
一
年
以
上
の
ま
と
ま
っ
た
期
間
記
述
が
欠
け
て
い
る
箇
所
が
存
在

し
、
合
計
一
〇
年
分
に
及
ぶ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
箇
所
は
脱
漏

と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
建
久
七
年
〜
九
年

（
一
一
九
六
〜
八
）
の
脱
漏
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
他
の
脱
漏
は
い
ず
れ
も
一
年
間
に
止
ま
り
、
こ
の
空
白
の
三
年
間

が
最
も
長
期
間
に
及
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
空
白
の
三
年
間
が
、
初
代
鎌
倉
殿
源

頼
朝
の
最
晩
年
に
当
た
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
脱
漏
に
続
く
正
治
元
年

（
一
一
九
九
）
に
つ
い
て
も
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
は
、
二
月
四
日
に
頼
朝
の
嫡
子
頼
家

の
家
督
継
承
と
諸
国
守
護
を
命
じ
る
宣
旨
が
鎌
倉
に
到
来
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
た
め
、
同
年
正
月
一
三
日
の
出
来
事
と
伝
え
ら
れ
る
頼
朝
の
死
去①
に
つ
い
て
、

『
吾
妻
鏡
』
は
直
接
の
記
述
を
欠
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
、古
く
は
す
で
に
元
禄
八
年

（
一
六
九
五
）
に
著
さ
れ
た
大
坪
無
射
『
東
鑑
集
要
』
が
「
頼
朝
ノ
薨
御
ヲ
隠
ス
ト
見

ヘ
タ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
脱
漏
が
生
じ
た
の
は
、
頼
朝
の
死
の
描
写

を
避
け
る
た
め
記
述
し
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
説
が
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
の
研
究
で
は
脱
漏
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
り
、
三
年
間
の
記
述
が
当
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、

存
在
し
た
が
伝
来
の
過
程
で
失
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
見
解
を
明
示
し
た
文
献
は

少
な
い
。
し
か
し
、
石
井
進
は
「『
吾
妻
鏡
』
の
欠
巻
と
弘
長
二
年
の
政
治
的
陰
謀

（
？
）」
の
中
で
、
こ
の
脱
漏
と
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）・
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
の

脱
漏
と
を
結
び
つ
け
、「
北
条
氏
執
権
政
治
護
持
の
立
場
か
ら
す
る
真
実
の
歪
曲
、
美

化
、あ
る
い
は
隠
蔽
と
い
う
『
吾
妻
鏡
』
の
編
者
に
と
っ
て
の
至
上
の
要
請
の
前
に
、

こ
れ
ら
の
年
々
の
叙
述
は
困
難
を
き
わ
め
、
遂
に
未
完
成
の
ま
ま
ほ
う
り
出
さ
れ
る

仕
儀
に
立
ち
至
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。」
と
述
べ
、
漠
然
と
で
は
あ
る
が
、
記
述

が
当
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
想
定
し
て
い
る②
。

こ
の
脱
漏
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
積
極
的
な
見
解
を
示
し
た
の
は
、
五
味
文
彦
で
あ

る
。
五
味
は
『
吾
妻
鏡
の
方
法
』
に
お
い
て
、
石
井
説
に
対
し
、
他
の
鎌
倉
幕
府
政

治
史
上
の
重
要
事
件
に
つ
い
て
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
「
叙
述
困
難
と
い
う
ほ
ど
の
こ

と
で
も
な
い
よ
う
に
思
う
」
と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
脱
漏
の
直
前
の
建
久

六
年
（
一
一
九
五
）
に
関
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
の
中
心
が
頼
朝
の
上
洛
に
あ
り
、

上
洛
中
に
頼
家
が
参
内
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
頼
朝
将
軍
記
と
し
て
の
『
吾
妻
鏡
』

の
記
述
が
「
京
で
出
さ
れ
た
令
旨
が
東
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
そ
こ
で
将
軍
（
王
）
が

生
ま
れ
、
建
久
七

（
マ
マ
）年

に
い
た
っ
て
そ
の
将
軍
が
京
に
の
ぼ
り
、
将
軍
の
後
継
者
が
誕

生
し
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
し
て
首
尾
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る③
。

そ
し
て
、
最
新
の
見
解
と
し
て
、
坂
井
孝
一
『
源
氏
将
軍
断
絶
』
は
、「
娘
の
入
内

構
想
に
み
ら
れ
る
朝
廷
へ
の
急
接
近
、
頼
家
と
そ
の
子
孫
を
嫡
流
に
確
定
す
る
」
と

い
う
「
頼
朝
晩
年
の
行
動
と
構
想
」
が
、「
頼
朝
の
『
正
統
な
後
継
者
』
は
北
条
泰
時

に
他
な
ら
」
な
い
と
い
う
「『
吾
妻
鏡
』
の
主
張
と
は
相
容
れ
な
い
」
た
め
に
「
記
事

自
体
の
作
成
を
行
わ
な
い
選
択
を
し
た
」
と
想
定
し
て
い
る④
。

『
吾
妻
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』
空
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一
方
で
、「
幕
府
が
そ
の
部
分
を
意
図
的
に
編
纂
し
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
、

き
わ
め
て
低
い
」
と
す
る
川
合
康
『
源
頼
朝
』
の
よ
う
に⑤
、
こ
の
空
白
は
伝
来
の
過

程
で
生
じ
た
意
図
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
も
存
在
す
る
。

い
ず
れ
の
見
解
が
正
し
い
の
か
、
明
確
な
実
証
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
く
、あ
く
ま
で
可
能
性
の
提
示
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

問
題
は
、
そ
れ
が
意
図
的
な
も
の
で
あ
れ
意
図
せ
ざ
る
結
果
で
あ
れ
、『
吾
妻
鏡
』
空

白
の
三
年
間
が
、そ
の
ま
ま
研
究
上
の
空
白
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の『
吾

妻
鏡
』
空
白
の
三
年
間
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
作
業
と
し
て
、
空

白
前
後
の
『
吾
妻
鏡
』
の
叙
述
・
文
脈
を
吟
味
し
、
他
の
史
料
と
の
突
合
せ
を
行
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
作
業
は
、
ま
さ
に
こ
の
研
究
の
空
白
を
埋
め
る
営
み
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
本
稿
で
『
吾
妻
鏡
』
空
白
の
三
年
間
の
問
題
を
取
り
上
げ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
脱
漏
直
前
の
建
久
六
年
に
関
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
述

の
中
心
は
、
頼
朝
の
上
洛
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
空
白
の
三
年

間
の
お
も
な
で
き
ご
と
と
し
て
、
建
久
七
年
の
九
条
兼
実
失
脚
（
建
久
七
年
の
政
変
）、

建
久
八
年
の
大
姫
死
去
・
八
万
四
千
基
塔
供
養
・
源
頼
家
叙
爵
、
建
久
九
年
の
後
鳥

羽
天
皇
譲
位
・
土
御
門
天
皇
践
祚
・
源
頼
朝
発
病
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、

八
万
四
千
基
塔
供
養
を
除
い
て
、
頼
朝
の
対
朝
廷
政
策
と
後
継
者
政
策
と
い
う
二
点

に
集
約
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
坂
井
説
の
提
示
す
る
空
白
の
要
因
と
重
な

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
坂
井
説
を
吟
味
す
る
形
で
考
察
を
進
め
た
い
。

そ
し
て
、
上
述
し
た
で
き
ご
と
に
加
え
て
、
新
た
に
分
析
対
象
と
し
て
取
り
上
げ

た
い
の
が
、
頼
家
の
子
一
幡
の
誕
生
で
あ
る
。
一
幡
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻

鏡
』・『
愚
管
抄
』
の
い
ず
れ
も
、
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
時
点
で
六
歳
と
叙
述
し
て

お
り⑥
、
誕
生
は
頼
朝
存
命
中
の
建
久
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
、
一
幡
の
誕
生
が
頼
朝
在
世
中
の
で
き
ご
と
と
し
て
分
析
さ
れ
て
き
た
こ

と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
特
に
頼
朝
の
後
継
者
問
題
を
考
え
る
上
で
、
こ
れ

ま
で
欠
け
て
い
た
最
重
要
な
ピ
ー
ス
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
先
述
し
た
頼
朝

晩
年
に
関
す
る
二
つ
の
論
点
の
う
ち
、
ま
ず
後
継
者
問
題
に
つ
い
て
分
析
し
、
し
か

る
の
ち
に
対
朝
廷
政
策
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。

な
お
、
特
に
注
記
の
な
い
限
り
、
年
月
日
を
明
記
し
た
記
述
は
『
吾
妻
鏡
』
の
同

日
条
を
典
拠
と
す
る
。

第
一
章　

頼
朝
晩
年
の
後
継
者
問
題

１　

頼
家
の
元
服

建
久
六
年
の
頼
朝
上
洛
に
関
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
述
の
如
く
、
頼
家

が
上
洛
に
同
行
し
、
後
鳥
羽
天
皇
と
の
対
面
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
以
下
、

史
料
引
用
中
の
〈　

〉
内
は
割
注
、（　

）
内
・
返
り
点
は
筆
者
注
記
）。

史
料
一
『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年
六
月
三
日
条

将
軍
家
若
君
〈
一
万
公
、
歳
十
四
、
布
衣
〉
御
参
内
。
駕
二
網
代
車
一
給
。
左
馬

頭
隆
保
朝
臣
相
具
、
為
レ
加
二
扶
持
一
也
（
中
略
）。
於
二
弓
場
殿
一
被
レ
賜
二
御
剣
一
。

宰
相
中
将
忠
経
伝
レ
之
云
々
。

す
で
に
河
内
祥
輔
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
頼
家
に
と
っ
て
、
後
鳥

羽
天
皇
と
の
対
面
が
貴
族
社
会
デ
ビ
ュ
ー
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い⑦
。
問
題
は
、『
吾
妻
鏡
』
が
頼
家
を
「
一
万
」
と
幼
名
で
記
し
て
お
り
、
明
ら
か
に

元
服
前
の
童
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
建
久
六
年
の
頼
朝
上
洛
に
つ
い
て
の
重
要
な
専
論
で
あ
る
木

村
茂
光
「
建
久
六
年
頼
朝
上
洛
の
政
治
史
的
意
義
」
は
、「
天
皇
と
の
謁
見
と
剱
の
下

賜
」
を
「
頼
家
の
元
服
」
と
解
し
、「
頼
家
の
元
服
が
認
知
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
鎌
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倉
殿
の
後
継
者
と
し
て
の
頼
家
の
地
位
も
天
皇
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る⑧
。

し
か
し
な
が
ら
、
史
料
一
で
は
元
服
の
中
核
を
な
す
儀
礼
で
あ
る
理
髪
・
加
冠
・

名
字
撰
進
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
記
述
が
な
い
こ
と
か
ら
、
後
鳥
羽
天
皇
と
の
対
面

を
頼
家
の
元
服
の
儀
と
見
な
す
点
に
は
従
い
が
た
い
。
歴
代
鎌
倉
殿
の
う
ち
、『
吾
妻

鏡
』
で
元
服
の
儀
に
つ
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
源
実
朝
・
藤
原
頼
経
・
頼
嗣
の
い
ず

れ
に
つ
い
て
も
、
理
髪
・
加
冠
役
を
行
っ
た
人
物
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
名
字
撰
進

に
つ
い
て
も
、
元
服
前
に
急
き
ょ
叙
爵
・
征
夷
大
将
軍
任
官
が
行
わ
れ
た
た
め
に
後

鳥
羽
院
が
名
字
を
決
定
し
た
実
朝
を
除
い
て
、
頼
経
・
頼
嗣
に
つ
い
て
は
、
名
字
撰

進
が
理
髪
・
加
冠
と
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る⑨
。
特
に
、
烏
帽
子
親
と
し
て

重
要
な
加
冠
役
が
明
記
さ
れ
な
い
こ
と
は
考
え
が
た
く
、
幼
名
で
記
述
さ
れ
て
い
る

点
は
、
頼
家
が
元
服
前
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

む
し
ろ
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、『
吾
妻
鏡
』
が
あ
え
て
幼
名
を
記
し
て
い
る
点
で
あ

ろ
う
。「
元
服
前
の
貴
族
の
子
弟
が
参
内
し
た
」
こ
と
を
、貴
族
社
会
の
文
脈
の
中
に

置
く
と
き
、
想
定
さ
れ
る
儀
式
は
、
童
殿
上
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に

金
澤
正
大
が
ブ
ロ
グ
記
事
に
て
指
摘
し
て
い
る
が⑩
、
簡
潔
な
内
容
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
た
め
、
こ
こ
で
詳
述
し
た
い
。

本
来
の
童
殿
上
は
、
元
服
前
の
貴
族
の
子
弟
が
、
宮
中
の
作
法
見
習
い
の
た
め
、

昇
殿
を
許
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
童
殿
上
に
際
し
て
は
、
提
出
す
る
名
簿
や

殿
上
に
付
さ
れ
る
簡
に
記
す
た
め
に
名
字
も
定
め
ら
れ
る
が
、
記
録
類
に
お
い
て
は

幼
名
も
し
く
は
若
君
と
し
て
記
述
さ
れ
る⑪
。

童
殿
上
は
昇
進
階
梯
の
第
一
段
階
と
し
て
『
公
卿
補
任
』
の
尻
付
に
も
記
載
さ
れ

て
い
る
例
も
あ
る
が
、
二
条
道
良
を
最
後
に
所
見
が
な
く
な
る
（
表
）。
一
方
で
、
九

条
兼
実
・
九
条
道
家
・
一
条
実
経
・
九
条
忠
家
の
よ
う
に
、『
公
卿
補
任
』
の
尻
付
に

記
載
が
な
い
場
合
で
も
、
他
の
記
録
に
よ
っ
て
童
殿
上
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
事
例
が
存
在
す
る⑫
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
、
鳥
羽
院
政
期
以
降
に
確
認
で
き
る
事
例
が
、

摂
関
家
の
子
弟
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
九
条
道
家
以
降
は
、
す
べ
て
摂

関
家
嫡
子
の
事
例
で
あ
る
。
応
永
一
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
足
利
義
満
の
子
義
嗣
が
童

殿
上
を
行
っ
た
際
、
藤
原
忠
実
の
先
例
が
佳
例
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

中
世
の
童
殿
上
は
、
摂
関
家
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る⑬
。す

で
に
元
木
泰
雄
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
建
久
八
年
に
頼
家
は
従

五
位
上
に
叙
さ
れ
る
と
い
う
摂
関
家
庶
子
と
同
等
の
待
遇
を
受
け
て
い
る⑭
。
こ
の
点

と
合
わ
せ
、
頼
家
の
童
殿
上
は
、
鎌
倉
殿
の
家
格
を
摂
関
家
に
准
じ
る
も
の
と
位
置

付
け
よ
う
と
す
る
頼
朝
の
意
図
を
示
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
頼
家
の
参
内
と
元
服
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
坂
井
孝
一
は
「
元
服
前
に
網

代
車
で
参
内
し
、
天
皇
か
ら
御
剣
を
賜
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
」
と
述
べ
、
一
歳
年

少
の
北
条
泰
時
（
幼
名
金
剛
、元
服
時
の
名
字
は
頼
時
）
が
元
服
し
た
建
久
五
年
以
前
に

藤
原
道
良

藤
原
師
家

藤
原
師
長

藤
原
兼
長

藤
原
教
長

藤
原
頼
長

源
雅
定

藤
原
通
季

名
前
表　
『
公
卿
補
任
』
尻
付
に
見
え
る
院
政
期
以
降
の
童
殿
上

寛
元
元
年
尻
付

治
承
三
年
尻
付

仁
平
元
年
尻
付

久
安
五
年
尻
付

永
治
元
年
尻
付

天
承
元
年
尻
付

元
永
二
年
尻
付

永
久
三
年
尻
付

記
述
箇
所

仁
治
元
十
二
廿
九
昇
殿

治
承
二
四
廿
六
童
昇
殿
、今
日
参
内
次
加
元
服
〈
歳
八
〉

久
安
五
十
十
六
為
殿
上
小
舎
人
〈
十
二
〉

久
安
二
十
ー
昇
殿
〈
童
、
九
〉

年
月
日
聴
童
昇
殿
〈
童
名
文
殊
〉

大
治
五
正
三
童
殿
上
〈
歳
十
一
、
一
院
・
女
院
同
之
〉

康
和
四
三
為
殿
上
小
舎
人

ー
ー
ー
為
殿
上
小
舎
人

記
述
内
容
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頼
家
も
元
服
し
て
い
た
が
、「
頼
朝
の
『
正
統
な
後
継
者
』
は
北
条
泰
時
に
他
な
ら

ず
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
得
宗
専
制
期
の
北
条
貞
時
は
、
そ
れ
故
に
こ
そ
支
配
の
正
当

性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
『
吾
妻
鏡
』」
が
、「
頼
家
を
無
視
し
…
…
金
剛
を
あ
た
か

も
頼
朝
の
後
継
者
で
あ
る
か
の
ご
と
く
描
」
い
て
い
る
と
し
て
い
る⑮
。

摂
関
家
の
童
殿
上
の
事
例
に
お
い
て
も
、
網
代
車
で
参
内
が
行
わ
れ
る
事
例
が
見

ら
れ⑯
、
天
皇
か
ら
の
下
賜
品
の
事
例
こ
そ
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
同
時
に
行
わ
れ

る
院
・
女
院
・
后
宮
へ
の
童
殿
上
で
の
下
賜
品
の
事
例
は
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら⑰
、
前

段
の
指
摘
に
つ
い
て
は
童
殿
上
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
後
段
の
指
摘
に
つ

い
て
は
、
は
じ
め
に
で
の
べ
た
『
吾
妻
鏡
』
の
空
白
に
関
わ
る
坂
井
説
の
論
拠
と
深

く
関
わ
る
た
め
、
節
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

２　
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
源
頼
家
の
位
置
づ
け

『
吾
妻
鏡
』に
お
け
る
源
頼
家
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
坂
井
説
の
前
提
と
な
っ
て
い

る
の
は
、近
年
の
国
文
学
の
視
角
に
よ
る
『
吾
妻
鏡
』
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
ま
ず
、

具
体
的
な
分
析
対
象
と
さ
れ
て
い
る
『
吾
妻
鏡
』
の
該
当
箇
所
を
掲
げ
る
。

史
料
二
『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
五
月
二
六
日
条

多
賀
二
郎
重
行
被
レ
収
二
公
所
領
一
。
是
今
日
、
江
間
殿
息
童
金
剛
殿
歩
行
而
令
二

興
遊
一
給
之
処
、重
行
乍
レ
令
二
乗
馬
一
打
二
過
其
前
一
訖
。
幕
下
被
レ
聞
二
食
之
一（
中

略
）。
如
二
金
剛
一
者
、不
レ
可
レ
准
二
汝
等
傍
輩
一
事
也
。
争
不
レ
憚
二
後
聞
一
哉
之
由

直
被
二
仰
含
一
（
中
略
）。
若
公
無
二
如
レ
然
事
一
之
旨
申
給
（
中
略
）。
若
公
幼
稚
之

意
端
、
挿
二
仁
恵
一
、
優
美
之
由
有
二
御
感
一
。
被
レ
献
二
御
剣
於
金
剛
公
一
。
是
年

来
御
所
持
物
云
々
。
彼
御
剣
者
、
承
久
兵
乱
之
時
、
宇
治
合
戦
帯
レ
之
給
云
々
。

史
料
三
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
五
月
一
六
日
条

富
士
野
御
狩
之
間
、
将
軍
家
督
若
君
始
令
レ
射
レ
鹿
給
（
中
略
）。
属
レ
晩
、
於
二
其

所
一
被
レ
祭
二
山
神
矢
口
等
一
（
中
略
）。
将
軍
家
并
若
公
敷
二
御
行
騰
於
篠
上
一
令

レ
座
給
（
中
略
）。
可
レ
然
射
手
三
人
被
レ
召
二
出
之
一
賜
二
矢
口
餅
一
。
所
謂
一
口
工

藤
庄
司
景
光
、
二
口
愛
甲
三
郎
季
隆
、
三
口
曽
我
太
郎
祐
信
等
也
（
中
略
）。
次

召
二
出
祐
信
一
。
仰
云
、一
・
二
口
撰
二
殊
射
手
一
賜
レ
之
。
三
口
事
可
レ
為
二
何
様
一

哉
者
。
祐
信
不
レ
能
レ
申
二
是
非
一
、則
食
二
三
口
一
。
其
所
作
如
二
以
前
式
一
。
於
二
三

口
一
者
将
軍
可
レ
被
二
聞
召
一
之
趣
、
一
旦
定
答
申
歟
。
就
二
其
礼
一
有
レ
興
之
様
、

可
レ
有
二
御
計
一
之
旨
依
二
思
食
儲
一
被
二
仰
含
一
之
処
、
無
二
左
右
一
令
二
自
由
一
之

条
、
頗
無
念
之
由
被
レ
仰
云
々
（
後
略
）。

史
料
四
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
九
月
一
一
日
条

江
間
殿
嫡
男
童
形
（
中
略
）
去
十

（
マ
マ
）七

日
卯
刻
、於
二
伊
豆
国
一
射
二
獲
子
鹿
一
頭
一
。

則
令
相
二
具
之
一
、
今
日
参
入
。
厳
閤
備
二
箭
祭
餅
一
、
被
レ
申
二
子
細
一
之
間
、
将

軍
家
出
二
御
于
西
侍
之
上
一
（
中
略
）。
先
供
二
十
字
一
（
中
略
）。
召
二
小
山
左
衛
門

尉
朝
政
一
賜
二
一
口
一（
中
略
）。
次
召
二
三
浦
十
郎
左
衛
門
尉
義
連
一
賜
二
二
口
一（
中

略
）。
召
二
諏
訪
祝
盛
澄
一
（
中
略
）
賜
二
三
口
一
（
中
略
）。
凡
含
二
十
字
一
之
体
、及

三
口
之
礼
、各
所
二
伝
用
一
皆
有
二
差
別
一
。
珍
重
之
由
蒙
二
御
感
之
仰
一
。
其
後
勧

盃
数
献
云
々
。

小
林
直
樹
は
、
史
料
二
か
ら
「
泰
時
は
登
場
の
最
初
か
ら
頼
朝
公
認
の
後
継
者
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、史
料
三
・
四
を
中
心
と
す
る
『
吾
妻
鏡
』

所
載
の
矢
口
祭
伝
承
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら
「
泰
時
と
は
反
対
に
、
頼
家
の
武
士
と

し
て
の
将
来
に
は
出
発
点
の
段
階
か
ら
既
に
暗
い
影
が
兆
し
て
い
た
と
読
み
う
る
記

事
配
置
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑱
。
さ
ら
に
、
藪
本
勝
治
は
、
第
三

代
鎌
倉
殿
で
あ
る
源
実
朝
に
つ
い
て
の
『
吾
妻
鏡
』
の
叙
述
を
加
え
て
分
析
し
、「
泰

時
の
徳
人
化
と
頼
家
の
悪
王
化
に
よ
り
両
者
を
対
比
し
な
が
ら
語
り
進
め
つ
つ
、
実

朝
に
よ
る
頼
朝
の
政
道
継
承
を
記
す
こ
と
で
、
頼
朝
か
ら
泰
時
・
実
朝
へ
と
い
う
幕
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府
統
治
者
の
移
行
を
象
徴
的
に
描
出
し
て
い
る
」「
幕
府
統
治
者
の
立
場
が
頼
朝
か
ら

（
頼
家
で
は
な
く
）
実
朝
と
泰
時
と
に
分
か
ち
継
が
れ
る
流
れ
が
描
か
れ
て
い
た
。」
と

述
べ
て
い
る⑲
。

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
が
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
、「
頼
家
と
そ
の
子
孫
を
嫡
流
に
確

定
す
る
」
と
い
う
「
頼
朝
晩
年
の
行
動
と
構
想
」
が
、「
頼
朝
の
『
正
統
な
後
継
者
』

は
北
条
泰
時
に
他
な
ら
」
な
い
と
い
う
「『
吾
妻
鏡
』
の
主
張
と
は
相
容
れ
な
い
」
た

め
に
「
記
事
自
体
の
作
成
を
行
わ
な
い
選
択
を
し
た
」
と
い
う
坂
井
説
の
想
定
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、小
林
説
で
は
泰
時
に
つ
い
て
「
頼
朝
精
神
の
継
承
者
」

と
も
述
べ
て
お
り
、
決
し
て
政
治
上
の
直
接
の
後
継
者
と
し
て
述
べ
て
は
い
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
藪
本
説
は
「
源
氏
将
軍
家
か
ら
北
条
得
宗
家
へ
幕
府
統
治
者
の

血
脈
が
移
る
ね
じ
れ
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
、
藪
本
説
の
理
解
が
、
坂
井

説
の
前
提
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

問
題
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
描
く
、
鎌
倉
殿
の
継
承
と
北
条
得
宗
家
の
継
承
と
の
関
係

性
で
あ
る
。
北
条
政
子
が
北
条
義
時
死
後
に
泰
時
・
時
房
を
執
権
・
連
署
と
し
た
と

す
る
『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
六
月
二
八
日
条
が
「
相
州
・
武
州
、
為
二

軍
営
御
後
見
一
可
レ
執
二
行
武
家
事
一
之
旨
、
有
二
彼
仰
一
云
々
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、

『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
北
条
得
宗
家
の
位
置
づ
け
は
、
あ
く
ま
で
も
「
鎌
倉
殿
の
後

見
」
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
、北
条
時
政
に
つ
い
て
の
初
出
記
事

で
あ
る
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
四
月
二
七
日
条
が
「
北
条
四
郎
時
政
主
者
、当
国
豪

傑
也
。
以
二
武
衛
一
為
二
聟
君
一
、
専
顕
二
無
二
忠
節
一
。」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
の
終
末
で
あ
る
宗
尊
親
王
送
還
記
事
の
前

日
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
七
月
三
日
条
に
至
っ
て
、「
先
如
レ
此
軍
動
之
時
、
将
軍

家
入
二
御
執
権
第
一
。
又
可
レ
然
人
々
参
二
営
中
一
奉
守
二
護
之
一
歟
。
今
度
無
二
其
儀
一
。

世
以
恠
レ
之
。」
と
述
べ
、
北
条
得
宗
家
に
よ
る
鎌
倉
殿
の
後
見
と
い
う
枠
組
み
の
終

焉
と
と
も
に
、『
吾
妻
鏡
』
の
叙
述
も
終
わ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、『
吾
妻
鏡
』
は
「
鎌
倉
殿
の
系
譜
」
と
「
北
条
得
宗
家
の
系
譜
」
と
を

複
線
で
叙
述
し
て
お
り
、
両
者
は
「
北
条
得
宗
家
を
予
祝
す
る
鎌
倉
殿
源
頼
朝
」
と

「
鎌
倉
殿
を
後
見
す
る
北
条
得
宗
家
」と
い
う
相
互
依
存
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
細
川
重
男
は
、
鎌
倉
中
期
以
降
、
北
条
政
子
・
義
時
を
神
功
皇
后
・
武
内
宿

禰
に
な
ぞ
ら
え
る
言
説
が
広
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が⑳
、『
吾
妻
鏡
』
の
叙
述

は
、
こ
う
し
た
鎌
倉
殿
と
北
条
得
宗
家
に
と
っ
て
の
二
神
約
諾
神
話
的
な
言
説
の
流

れ
を
汲
む
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
理
由
か
ら
、「
頼
朝
に
よ
る
泰
時
へ
の
予
祝
」
と
「
頼
朝
に
よ
る
頼
家
へ
の

後
継
者
と
し
て
の
処
遇
」
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
三

の
矢
口
祭
の
逸
話
が
源
頼
家
の
暗
い
将
来
を
予
兆
す
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
点
に
つ
い
て
は
同
意
す
る
が
、
頼
家
の
悪
行
に
つ
い
て
の
『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
の

大
半
は
正
治
元
年
の
頼
家
家
督
継
承
以
後
の
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
で
述
べ
た
五

味
説
の
通
り
、
建
久
六
年
ま
で
の
『
吾
妻
鏡
』
は
、
明
確
に
頼
家
を
頼
朝
の
後
継
者

と
し
て
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、『
吾
妻
鏡
』
が
頼
家
の
建
久
五
年
以
前
の
元
服
を
隠
ぺ
い
し
た
と
想
定
す

る
必
要
も
な
く
な
る
。
結
局
、
頼
家
の
元
服
に
つ
い
て
は
、
藤
本
頼
人
の
想
定
す
る

よ
う
に
、
頼
家
が
従
五
位
上
に
叙
爵
さ
れ
る
建
久
八
年
一
二
月
一
五
日
の
直
前
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う㉑
。
実
際
、
急
き
ょ
頼
家
を
継
い
だ
実
朝
の
場
合
は
、
叙
爵

さ
れ
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
直
後
に
元
服
し
て
い
る
も
の
の
、
藤
原
頼
経
・
頼

嗣
は
、
い
ず
れ
も
元
服
直
後
に
叙
爵
さ
れ
て
い
る㉒
。

３　

頼
家
の
婚
姻

元
服
・
叙
爵
と
密
接
に
関
連
す
る
儀
礼
は
、
婚
姻
で
あ
る
。

史
料
五
『
吾
妻
鏡
』
承
元
四
年
七
月
八
日
条

金
吾
将
軍
室
〈
号
二
辻
殿
一
、
善
哉
公
母
也
〉
令
二
落
餝
一
給
（
後
略
）。
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史
料
六
『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
九
月
二
日
条

今
朝
、
廷
尉
能
員
、
以
二
息
女
〈
将
軍
家
愛
妾
、
若
公
母
儀
也
、
元
号
二
若
狭

局
一
〉
一
訴
二
申
北
条
殿
一
（
後
略
）。

坂
井
孝
一
は
、
史
料
五
よ
り
、
賀
茂
重
長
女
子
辻
殿
を
頼
家
の
正
妻
、
史
料
六
よ

り
、
比
企
能
員
女
子
若
狭
局
を
頼
家
の
妾
と
見
な
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
前
者
に
お

い
て
は
同
意
す
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
史
料
六
は
事
実
の
す
べ
て
を
語
っ
て
い

な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
元
号
二
若
狭
局
一
」
と
い
う
記
述
は
、比
企
能
員
女
子

が
か
つ
て
「
若
狭
局
」
と
称
さ
れ
た
女
房
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
逆
に

い
え
ば
、建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
時
点
で
は
比
企
能
員
女
子
は
「
若
狭
局
」
と
称
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
建
仁
三
年
時
点
で
の
比
企
能
員
女
子
の
立
場
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
参
照
す
べ
き
事
例
は
、
藤
原
親

能
女
子
大
宮
殿
（
藤
原
頼
嗣
母
）
で
あ
る
。

史
料
七
『
吾
妻
鏡
』
延
応
元
年
八
月
八
日
条

午
刻
二
棟
御
方
〈
将
軍
家
御
寵
、
号
二
大
宮
殿
一
、
大
納
言
定
能
卿
孫
、
中
納
言

親
能
卿
女
〉
御
着
帯
也
（
後
略
）。

史
料
八
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
元
年
正
月
五
日
条

将
軍
家
入
二
御
秋
田
城
介
甘
縄
家
一
（
中
略
）。
御
台
所
・
乙
若
君
〈
各
御
輿
〉
入
二

御
前
右
馬
権
頭
亭
一
。
若
君
并
御
母
儀
〈
号
二
二
棟
御
方
一
、
皆
御
輿
〉
渡
二
御
若

狭
前
司
家
一
。
是
皆
御
行
始
之
儀
也
（
後
略
）。

史
料
九
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
二
年
四
月
二
一
日
条

今
日
将
軍
家
若
君
〈
六
歳
、
御
名
字
頼
嗣
、
御
母
中
納
言
親
能
卿
娘
大
宮
局
〉

御
元
服
也
（
後
略
）。

藤
原
親
能
女
子
は
、
史
料
九
の
「
大
宮
局
」
と
い
う
女
房
名
が
示
す
よ
う
に
、
本

来
は
女
房
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、藤
原
頼
経
の
寵
愛
を
受
け
た
結
果
、

「
二
棟
御
方
」「
大
宮
殿
」
と
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
頼
経
の
正
妻
は
、
当
初
は
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
一
二
月
九
日
に
婚
姻

を
行
っ
た
竹
御
所
（
源
頼
家
女
子
）
で
あ
っ
た
が
、文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
七
月
二
七

日
に
死
去
し
た
。
そ
の
後
、
婚
姻
の
時
期
は
不
明
な
も
の
の
、
藤
原
家
行
女
子
が
新

た
に
妻
と
さ
れ
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
男
子
を
生
ん
で
い
る
が㉓
、
頼
嗣
の
後
継

者
と
し
て
の
地
位
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
藤
原
親
能
女
子
の
立
場
は
あ

く
ま
で
も
妾
で
あ
っ
た
が
、
史
料
八
に
見
え
る
よ
う
に
、「
御
台
所
」
藤
原
家
行
女
子

に
対
し
て
、
藤
原
親
能
女
子
も
後
継
者
頼
嗣
の
母
「
二
棟
御
方
」
と
し
て
、
相
応
の

処
遇
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。「
二
棟
」
と
は
、当
時
の
将
軍
御
所
で
あ
る
若
宮
御

所
内
の
二
棟
廊
を
指
し
て
い
る
。
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
一
一
月
二
一
日
に
魚
味

始
・
着
袴
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
頼
嗣
が
鎌
倉
殿
と
な
る
ま
で
、
二
棟
廊
は
藤
原
親
能

女
子
お
よ
び
頼
嗣
の
た
め
の
空
間
で
あ
っ
た
。

藤
原
親
能
女
子
と
藤
原
家
行
女
子
と
の
関
係
は
、
比
企
能
員
女
子
と
賀
茂
重
長
女

子
と
の
関
係
と
共
通
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
か
つ
て
若
狭
局
と
い
う
女
房
名
で
称

さ
れ
て
い
た
比
企
能
員
女
子
は
、
建
仁
三
年
の
時
点
で
は
、
頼
家
の
後
継
者
一
幡
の

母
と
し
て
、「
若
狭
殿
」
と
尊
称
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
建
仁
三

年
に
一
幡
は
当
時
の
将
軍
御
所
で
あ
る
大
倉
御
所
内
の
小
御
所
に
居
住
し
て
お
り
、

比
企
氏
の
乱
に
際
し
て
「（
一
幡
を
）
母
イ
ダ
キ
テ
小
門
ヨ
リ
出
ニ
ケ
リ
」
と
い
う
『
愚

管
抄
』
の
記
述
か
ら
、
お
そ
ら
く
比
企
能
員
女
子
も
小
御
所
に
居
住
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
比
企
能
員
女
子
は
「
小
御
所
御
方
」
と
称
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
、
比
企
能
員
女
子
と
一
幡
と
が
そ
う
し
た
処
遇
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
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の
は
い
つ
か
ら
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、正
妻
以
外
の
女
性
の
処
遇
が
具
体
的
に
知
ら
れ
る
他
の
例
は
、

頼
朝
の
妾
と
し
て
貞
暁
を
生
ん
だ
藤
原
時
長
女
子
大
進
局
の
み
で
あ
る
。
大
進
局
は

文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
二
月
二
六
日
に
大
江
景
遠
の
浜
宅
に
お
い
て
貞
暁
を
出
産
し

た
も
の
の
、
頼
朝
の
妻
北
条
政
子
が
こ
れ
を
嫌
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
出
産
に
関
わ
る

儀
礼
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
、
一
〇
月
二
三
日
に
は
、
貞
暁
を
扶
持
し
た
景
遠
の
子
景

国
が
、
政
子
の
不
興
を
買
い
、
貞
暁
と
と
も
に
深
沢
辺
に
隠
れ
住
ん
で
い
る
。
そ
の

後
、大
進
局
は
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
一
月
二
三
日
に
頼
朝
か
ら
伊
勢
国
に
所
領
を

与
え
ら
れ
、
在
京
す
る
よ
う
言
い
含
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
貞
暁
を
養
育
す
る
乳

母
夫
は
長
く
決
ま
ら
な
か
っ
た
が
、建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
四
月
一
一
日
に
よ
う
や

く
景
国
が
乳
母
夫
と
さ
れ
、
五
月
一
九
日
に
貞
暁
は
景
国
と
と
も
に
上
洛
し
、
仁
和

寺
僧
隆
暁
の
も
と
に
弟
子
と
し
て
入
室
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
宮
殿
と
頼
嗣
の
場
合
は
、
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
四
月
か
ら

祈
禱
が
開
始
さ
れ
、
八
月
八
日
に
着
帯
、
八
月
二
二
日
に
大
倉
の
産
所
に
移
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
一
一
月
二
一
日
に
頼
嗣
が
誕
生
す
る
と
、
一
二
月
二
一
日
に
御
行
始

が
行
わ
れ
て
頼
嗣
は
若
宮
御
所
に
移
り
、仁
治
元
年
三
月
七
日
に
は
頼
嗣
の
五
十
日
・

百
日
の
儀
が
寝
殿
南
面
に
て
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
頼
嗣
の
誕
生
に
関
わ
る
儀
礼
の
内
容
は
、
頼
家
・
実
朝
と
お
お
む
ね
共

通
し
て
い
る㉔
。
妾
出
で
あ
る
頼
嗣
が
、
正
妻
の
子
と
同
様
に
誕
生
に
関
わ
る
儀
礼
を

経
る
こ
と
に
よ
り
、
鎌
倉
殿
の
後
継
者
た
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
一
幡
の
場
合
も
、
建
久
九
年
の
誕
生
時
に
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ
、
頼
家

の
後
継
者
と
し
て
の
立
場
が
明
示
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
よ
う
。

第
二
章　

源
頼
朝
晩
年
の
対
朝
廷
政
策

源
頼
朝
晩
年
の
対
朝
廷
政
策
に
つ
い
て
、
論
者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る

の
は
そ
の
政
治
的
評
価
で
あ
り
、
具
体
的
な
事
実
経
過
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
ほ
ぼ

共
通
し
て
い
る
。
長
女
大
姫
を
後
鳥
羽
天
皇
に
入
内
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た

頼
朝
は
、
建
久
六
年
の
上
洛
に
大
姫
を
同
道
し
、
貴
族
社
会
で
影
響
力
を
持
っ
て
い

た
故
後
白
河
院
の
愛
妾
高
階
栄
子
と
三
月
二
九
日
に
対
面
さ
せ
て
い
た
。
す
で
に
後

鳥
羽
天
皇
の
中
宮
に
立
て
ら
れ
て
い
た
九
条
兼
実
の
娘
任
子
は
、
同
年
八
月
一
三
日

に
昇
子
内
親
王
を
生
む
が
、
皇
位
継
承
者
た
り
え
る
男
子
は
誕
生
し
な
か
っ
た㉕
。
一

方
、
源
通
親
の
養
女
在
子
は
、
後
鳥
羽
天
皇
の
寵
を
受
け
、
同
年
一
一
月
一
日
に
為

仁
親
王
を
生
ん
だ㉖
。
翌
建
久
七
年
一
一
月
二
五
日
、
兼
実
は
関
白
辞
任
に
追
い
込
ま

れ
、
代
わ
っ
て
近
衛
基
通
が
関
白
と
さ
れ
た㉗
。
こ
の
時
、
任
子
が
内
裏
を
退
出
し
て

い
る
ほ
か
、
兼
実
の
弟
兼
房
も
太
政
大
臣
を
、
慈
円
も
天
台
座
主
・
法
務
・
権
僧
正
・

護
持
僧
を
、
そ
れ
ぞ
れ
辞
し
て
い
る㉘
。

と
こ
ろ
が
、
翌
建
久
八
年
七
月
一
四
日
に
大
姫
は
死
去
し
、
頼
朝
の
構
想
は
潰
え

た㉙
。
同
年
一
二
月
一
五
日
、
頼
朝
の
長
男
頼
家
は
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
、
右
近
衛
権

少
将
に
任
じ
ら
れ
た㉚
。

さ
ら
に
翌
建
久
九
年
一
月
一
一
日
、
後
鳥
羽
天
皇
は
為
仁
親
王
（
土
御
門
天
皇
）
に

譲
位
し
院
政
を
開
始
す
る㉛
。
頼
朝
は
幼
帝
へ
の
譲
位
に
反
対
し32
、
ま
た
、
新
帝
を
後

鳥
羽
天
皇
の
兄
守
貞
親
王
な
い
し
惟
明
親
王
と
す
る
よ
う
進
言
し
た
が33
、
い
ず
れ
も

聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
大
姫
死
後
も
な
お
次
女
三
幡
を
後
鳥
羽
天
皇
に
入
内
さ

せ
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
頼
朝
は
、政
務
を
行
う
べ
く
翌
正
治
元
年
の
上
洛
を
期
し
、

兼
実
に
予
告
し
て
い
た
が34
、
建
久
九
年
一
二
月
に
発
病
し35
、
正
治
元
年
正
月
一
一
日

に
出
家
、
一
三
日
に
死
去
し
た
の
で
あ
る36
。

以
上
の
経
過
か
ら
、
晩
年
の
頼
朝
が
後
鳥
羽
天
皇
と
の
姻
戚
関
係
を
構
築
し
よ
う

と
し
て
お
り
、
提
携
相
手
で
あ
っ
た
兼
実
を
切
り
捨
て
た
こ
と
、
朝
廷
側
で
兼
実
排

斥
を
主
導
し
た
の
が
源
通
親
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
近
年
の
研
究
の
見
解
は

一
致
し
て
い
る
。
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
頼
朝
の
政
治
上
の
失
策
で

あ
っ
た
か
否
か
で
あ
っ
た37
。
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こ
う
し
た
研
究
状
況
に
対
し
、
本
稿
で
特
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、
以
上
の
政
治

過
程
に
お
け
る
後
鳥
羽
天
皇
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
稿

で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
一
般
向
け
書
籍
で
の
叙
述
で
あ
る
都
合
上
、
十
分
な
論

拠
を
提
示
で
き
な
か
っ
た38
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
史
料
的
根

拠
を
挙
げ
て
詳
述
し
た
い
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
朝
廷
側
で
兼
実
排
斥
を
主
導
し
た
の
が
通
親
で
あ
っ
た
と
す

る
通
説
の
直
接
の
史
料
的
根
拠
は
、
建
久
七
年
の
政
変
お
よ
び
後
鳥
羽
天
皇
譲
位
に

関
す
る
『
愚
管
抄
』
の
記
述
と
、
後
鳥
羽
天
皇
譲
位
の
際
の
『
玉
葉
』
の
記
述
で
あ

る
。
加
え
て
、
政
変
時
に
後
鳥
羽
天
皇
は
い
ま
だ
一
七
歳
と
若
年
で
あ
り
、
政
治
的

意
思
を
発
揮
す
る
の
は
正
治
元
年
以
降
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
。し

か
し
、
実
際
に
は
、
す
で
に
政
変
以
前
の
建
久
六
年
の
段
階
で
、
後
鳥
羽
天
皇

は
政
治
上
の
最
終
決
裁
権
を
行
使
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
当
該
期
の

公
卿
議
定
の
状
況
で
あ
る
。

史
料
一
〇
『
玉
葉
別
記
』
建
久
六
年
二
月
一
二
日
条
（
記
主
は
九
条
良
経
）

今
日
有
二
殿
上
議
定
一
。
是
東
大
寺
供
養
事
可
レ
被
レ
申
二
伊
勢
太
神
宮
一
哉
否
事

也
。
儀

（
マ
マ
）定

之
趣
縦
横
云
々
（
中
略
）。
以
二
件
等
趣
一
被
二
奏
聞
一
処
、
猶
可
レ
被
二

発
遣
一
之
由
勅
定
切
了
。

東
大
寺
供
養
に
際
し
公
卿
勅
使
を
発
遣
す
る
か
否
か
が
公
卿
に
よ
っ
て
議
定
さ
れ

て
い
る
が
、
重
要
な
点
は
、
議
定
が
内
裏
殿
上
で
行
わ
れ
、
後
鳥
羽
天
皇
の
勅
定
に

よ
っ
て
発
遣
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

院
政
期
の
公
卿
議
定
に
つ
い
て
は
、嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
に
堀
河
天
皇
が
死
去

し
た
の
ち
、
白
河
院
の
下
で
の
院
御
所
議
定
が
天
下
大
事
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
と

す
る
美
川
圭
の
指
摘
以
降
、
議
定
の
開
催
者
・
場
所
が
権
力
の
所
在
を
示
す
指
標
と

し
て
分
析
さ
れ
て
き
た39
。
そ
の
中
で
、
天
皇
に
よ
っ
て
内
裏
殿
上
で
開
催
さ
れ
る
内

裏
殿
上
定
は
特
異
な
存
在
で
あ
り
、
従
来
は
崇
徳
天
皇
・
二
条
天
皇
の
事
例
が
知
ら

れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

崇
徳
天
皇
の
事
例
は
、保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
二
二
歳

と
な
っ
て
い
た
崇
徳
天
皇
が
国
政
上
の
重
要
案
件
に
初
め
て
主
体
的
に
関
与
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
崇
徳
天
皇
の
国
政
参
加
は
鳥
羽
院
と
の
あ
つ
れ
き
を
引
き
起
こ
し

た
た
め
、翌
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）
に
崇
徳
天
皇
が
養
子
近
衛
天
皇
に
譲
位
し
た
結

果
、
崇
徳
天
皇
に
よ
る
公
卿
議
定
開
催
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る40
。

二
条
天
皇
の
事
例
は
、応
保
二
年
〜
永
万
元
年
（
一
一
六
二
〜
五
）
の
も
の
で
あ
る41
。

こ
れ
は
、応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
に
二
条
天
皇
が
一
九
歳
で
後
白
河
院
を
政
務
か
ら

排
除
し
て
親
政
を
開
始
し
た
結
果
で
あ
り
、
永
万
元
年
に
二
条
天
皇
が
六
条
天
皇
に

譲
位
し
直
後
に
死
去
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
終
了
し
て
い
る42
。

後
鳥
羽
天
皇
の
内
裏
殿
上
定
も
、
同
様
に
後
鳥
羽
天
皇
の
国
政
関
与
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
公
卿
議
定
と
並
ぶ
院
政
期
の
政
務
処
理
方
法
で
あ
る
奏
事
に
つ
い
て
も
、

建
久
六
年
九
月
の
妙
香
院
に
関
わ
る
事
案
を
初
見
と
し
て
、
後
鳥
羽
天
皇
に
よ
る
決

裁
が
行
わ
れ
て
い
る43
。

崇
徳
天
皇
・
二
条
天
皇
の
事
例
の
共
通
点
は
、
成
人
天
皇
と
し
て
父
院
と
の
間
に

政
治
的
摩
擦
を
生
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
政
務
決
裁
を
開
始
し
た
建
久
六
年
に
後

鳥
羽
天
皇
は
わ
ず
か
一
六
歳
で
あ
り
、
崇
徳
天
皇
・
二
条
天
皇
と
比
較
し
て
若
年
で

あ
っ
た
が
、
後
鳥
羽
天
皇
の
政
務
決
裁
を
可
能
と
し
た
条
件
は
、
父
院
の
不
在
で
あ

ろ
う
。
九
条
兼
実
の
執
政
は
、
建
久
三
年
に
後
白
河
院
が
死
去
し
、
残
さ
れ
た
後
鳥

羽
天
皇
が
若
年
で
あ
っ
た
が
故
に
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
後
鳥
羽
天
皇
が
政
治

的
意
思
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
そ
れ
を
妨
げ
う
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

と
は
い
え
、
二
条
天
皇
の
親
政
を
摂
関
家
大
殿
藤
原
忠
通
が
支
え
た
よ
う
に44
、
兼

実
が
後
鳥
羽
天
皇
の
補
佐
役
と
し
て
支
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
建
久
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六
年
に
任
子
が
男
子
を
出
産
し
て
い
れ
ば
、
そ
う
し
た
体
制
が
実
現
し
て
い
た
可
能

性
は
高
い
が
、
任
子
が
出
産
し
た
の
が
昇
子
内
親
王
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
可
能

性
は
潰
え
た
。任
子
所
生
の
男
子
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
望
む
兼
実
の
意
向
は
、

譲
位
し
て
院
政
を
行
お
う
と
す
る
後
鳥
羽
天
皇
の
意
向
に
反
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
兼
実
の
失
脚
は
必
然
で
あ
り
、
建
久
七
年
の
政
変
は
、
崇
徳
天
皇
の
譲
位
や
後

白
河
院
の
院
政
停
止
と
同
様
に
、
成
人
天
皇
が
政
治
的
意
思
を
発
揮
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
構
造
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
政
変
で
あ
る
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
。

一
方
で
、通
親
の
主
導
性
に
つ
い
て
、ま
ず
『
愚
管
抄
』
は
「
通
親
ヲ
モ
云
ヒ
ス
ヽ

ム
ル
ナ
リ
ケ
リ
」「
コ
ヽ
ニ
テ
ハ
頼
朝
ガ
気
色
カ
ウ
ト
申
、関
東
ヘ
ハ
君
ノ
御
気
色
ワ

ロ
ク
候
ト
云
テ
」「
通
親
ハ
タ
ト
譲
位
ヲ
オ
コ
ナ
イ
テ
」
な
ど
と
通
親
の
策
謀
を
述
べ

る
一
方
で
、
後
鳥
羽
天
皇
の
意
向
に
つ
い
て
も
、
兼
実
の
配
流
を
主
張
す
る
通
親
ら

に
対
し
て
「
ツ
ヨ
ク
御
気
色
エ
ア
ラ
ジ
ト
ヲ
ボ
シ
メ
シ
タ
リ
」
と
押
し
と
ど
め
た
こ

と
、
譲
位
に
つ
い
て
「
今
ハ
ヤ
ウ
〳
〵
意
ニ
マ
カ
セ
ナ
バ
ヤ
ト
ヲ
ボ
シ
メ
ス
」
と
自

発
的
な
意
志
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
後
鳥
羽
天
皇
の
意

向
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、『
玉
葉
』
建
久
九
年
正
月
七
日
条
で
は
、
通
親
が
為
仁
親
王
を
擁
立
し
後
院

別
当
に
補
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
禁
裏
・
仙
洞
可
レ
在
二
掌
中
一
歟
。
彼
卿
日
来
猶

執
二
国
柄
一
〈
世
称
二
源
博
陸
一
、
又
謂
者
御
門
〉。
今
仮
二
外
祖
之
号
一
、
独
二
歩
天
下
一

之
体
、只
可
二
以
目
一
歟
。」
と
評
し
て
い
る
が
、通
親
が
後
鳥
羽
天
皇
の
意
向
に
反
し

て
政
治
上
の
決
定
を
行
っ
た
よ
う
な
実
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
譲
位
後
の
後
鳥
羽

院
の
行
動
に
対
す
る
通
親
の
慨
嘆
と
し
て
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
「
於
レ
今
者
吾
力
不
レ

及
」
と
い
う
言
も
、
院
中
で
修
正
会
を
摸
し
て
遊
ん
で
い
た
時
に
、
後
鳥
羽
院
の
不

興
を
買
っ
た
源
顕
兼
が
鬼
の
役
の
時
だ
け

で
殴
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
か
け

た
際
の
も
の
で
あ
り
、
政
務
に
関
わ
る
発
言
で
は
な
い45
。
通
親
に
対
す
る
従
来
の
評

価
は
過
大
で
あ
り
、後
鳥
羽
天
皇
の
政
治
的
主
導
性
を
軽
視
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、頼
朝
の
晩
年
の
対
朝
廷
政
策
に
つ
い
て
指
摘
で
き
る
の
は
、

大
姫
入
内
問
題
は
、
建
久
七
年
の
政
変
に
よ
る
後
鳥
羽
天
皇
の
権
力
掌
握
を
促
進
は

し
た
が
、
主
た
る
要
因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
大
姫
の
入
内
が
実

現
し
な
か
っ
た
の
は
大
姫
の
死
が
原
因
で
あ
り
、
三
幡
と
後
鳥
羽
院
と
の
婚
姻
が
実

現
し
な
か
っ
た
の
も
、
同
様
に
正
治
元
年
六
月
三
〇
日
に
三
幡
が
死
去
し
た
こ
と
が

原
因
で
あ
る
。
院
が
新
た
に
后
妃
を
迎
え
る
こ
と
自
体
は
、
鳥
羽
院
と
藤
原
泰
子
と

の
婚
姻
の
先
例
が
あ
る
た
め46
、後
鳥
羽
天
皇
の
譲
位
は
婚
姻
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。

娘
の
入
内
を
目
指
す
頼
朝
の
方
針
は
、
実
現
す
れ
ば
家
格
の
確
立
や
王
権
へ
の
関
与

に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
姫
・
三
幡
の
死
に
よ
る
頓
挫
と
い
う
結
果
も
含
め
て
、

頼
朝
の
失
策
と
は
評
価
で
き
な
い
。

む
し
ろ
、
問
題
と
な
る
の
は
、
頼
朝
が
兼
実
に
対
し
て
言
い
送
っ
た
と
『
愚
管
抄
』

が
記
す
「
今
年
必
シ
ヅ
カ
ニ
ノ
ボ
リ
テ
世
ノ
事
サ
タ
セ
ン
ト
思
ヒ
タ
リ
ケ
リ
」
と
い

う
言
の
う
ち
、「
世
ノ
事
サ
タ
セ
ン
」
の
意
味
す
る
内
容
で
あ
ろ
う
。
三
幡
を
後
鳥
羽

院
の
妻
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
頼
朝
が
政
務
へ
の
本
格
的
な
介
入
を
意
図
し
て
い

た
の
で
あ
れ
ば
、
政
務
を
主
導
す
る
後
鳥
羽
院
と
の
対
立
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と

は
必
然
で
あ
り
、承
久
の
乱
の
よ
う
な
破
局
が
訪
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

頼
朝
の
急
死
は
、
む
し
ろ
、
事
態
を
二
二
年
後
の
承
久
の
乱
ま
で
先
送
り
し
た
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
内
容
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

一
、
源
頼
朝
は
、
建
久
六
年
の
上
洛
に
際
し
、
長
男
源
頼
家
の
童
殿
上
を
行
っ
た
。

こ
れ
は
、
建
久
八
年
の
頼
家
従
五
位
上
叙
爵
と
合
わ
せ
、
自
身
の
家
格
を
摂
関
家
に

准
じ
る
も
の
と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
頼
朝
の
方
針
の
現
れ
で
あ
る
。

二
、
頼
朝
は
、
建
久
九
年
に
誕
生
し
た
頼
家
の
長
男
一
幡
を
、
頼
家
の
後
継
者
と
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し
て
遇
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。

三
、
後
鳥
羽
天
皇
は
建
久
六
年
に
政
務
決
裁
を
開
始
し
て
お
り
、
建
久
七
年
の
政

変
お
よ
び
建
久
九
年
の
後
鳥
羽
天
皇
譲
位
は
、
後
鳥
羽
天
皇
の
自
発
的
意
思
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
は
じ
め
に
で
提
示
し
た
課
題
、『
吾
妻
鏡
』
空
白
の
三
年
間
が
意
図
的
に

編
纂
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
本
稿
の
論
点
一
か
ら

は
、
建
久
六
年
の
頼
朝
上
洛
を
も
っ
て
頼
朝
将
軍
記
が
完
結
し
て
い
た
と
見
な
す
五

味
説
は
、
成
り
立
ち
が
た
い
と
考
え
る
。
建
久
六
年
の
頼
家
の
童
殿
上
は
、
あ
く
ま

で
も
成
人
儀
礼
の
途
中
経
過
で
あ
り
、
元
服
・
叙
爵
こ
そ
が
区
切
り
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
大
姫
入
内
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
朝
廷
へ
の
急
接
近
の
叙
述
を
避
け
た
と

す
る
坂
井
説
も
、
第
二
章
で
述
べ
た
点
か
ら
、
や
は
り
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

建
久
六
年
の
上
洛
に
大
姫
が
伴
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
建
久
六
年
ま
で
の
時
点
で
、

大
姫
入
内
問
題
の
一
端
は
、
す
で
に
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
て
い
る
。
正
治
元
年
の
三

幡
の
死
に
つ
い
て
も
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
建
久
八
年
の
大
姫
の
死
も
、
事

実
の
み
を
述
べ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
後
鳥
羽
天
皇
の
譲
位
に
つ
い
て

も
、
同
様
に
譲
位
の
事
実
の
み
を
記
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
頼
朝
が
「
世
ノ
事
サ
タ
セ
ン
」
と
上
洛
を
期
し
て
い
た
点
は
、
承
久
の
乱
に

お
け
る
幕
府
首
脳
の
選
択
の
正
当
性
を
補
強
す
る
材
料
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。残

る
の
は
、
坂
井
説
の
も
う
一
つ
の
論
点
、
頼
家
と
そ
の
子
孫
を
嫡
流
に
確
定
す

る
叙
述
を
避
け
た
と
す
る
想
定
で
あ
る
。本
稿
は
こ
の
点
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
り
、

論
点
二
で
述
べ
た
一
幡
の
処
遇
こ
そ
が
、
叙
述
で
き
な
か
っ
た
具
体
的
な
内
容
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
叙
述
が
不
可
能
で
あ
っ
た
理
由
が
、『
吾
妻
鏡
』
が
頼
朝
の
正
統
な
後
継

者
は
北
条
泰
時
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
た
め
と
す
る
点
に
つ
い
て

は
、
賛
同
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
第
一
章
2
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

で
は
、
一
幡
の
処
遇
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
ど
の
よ
う
な
文
脈
と
矛
盾
す
る
の
か
。
そ

れ
は
、
建
仁
三
年
の
い
わ
ゆ
る
「
比
企
氏
の
乱
」
に
関
わ
る
叙
述
で
あ
る
。
こ
の
事

件
が
実
態
と
し
て
は
北
条
氏
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と

は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る47
。

『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
八
月
二
七
日
条
は
、
こ
の
事
件
の
原
因
に
つ
い
て
、
頼
家
の

危
篤
に
際
し
て
、
関
東
二
八
か
国
地
頭
職
・
惣
守
護
職
が
子
一
幡
に
、
関
西
三
八
か

国
地
頭
職
が
弟
千
幡
（
実
朝
）
に
譲
ら
れ
た
が
、千
幡
へ
の
譲
与
を
不
満
に
思
っ
た
一

幡
の
外
祖
父
比
企
能
員
が
「
募
二
外
戚
之
権
威
一
、
挿
二
独
歩
志
一
之
間
、
企
二
叛
逆
一
擬

レ
奉
レ
謀
二
千
幡
君
并
彼
外
家
已
下
一
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
吾
妻
鏡
』
は

千
幡
お
よ
び
北
条
氏
を
討
と
う
と
し
た
こ
と
が
叛
逆
で
あ
る
と
し
て
北
条
氏
の
正
当

性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
な
り
苦
し
い
論
理
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
九
月
二
日
条
は
、
北
条
時
政
が
能
員
を
謀
殺
し
た

の
ち
、
比
企
一
族
が
「
引
二
籠
一
幡
君
御
館
一
〈
号
二
小
御
所
一
〉
謀
反
」
し
た
た
め
、

北
条
政
子
が
追
討
を
命
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
吾
妻
鏡
』
は
比
企
一
族
が

一
幡
の
御
所
に
籠
っ
た
こ
と
も
「
謀
反
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と

な
る
の
が
、
一
幡
の
処
遇
で
あ
る
。
本
稿
で
想
定
し
た
よ
う
に
一
幡
が
頼
朝
に
よ
っ

て
頼
家
の
後
継
者
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
政
子
の
命
令
は
、
頼
朝
の

遺
志
に
背
く
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
べ
く
、『
吾
妻

鏡
』
は
空
白
の
三
年
間
に
お
け
る
頼
家
の
元
服
・
婚
姻
お
よ
び
一
幡
の
誕
生
に
至
る

一
連
の
経
過
を
叙
述
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
想
定
し
、
本
稿
を

閉
じ
た
い
。

注①　
『
明
月
記
』
正
治
元
年
正
月
二
〇
日
条
。

②　

石
井
進
「『
吾
妻
鏡
』
の
欠
巻
と
弘
長
二
年
の
政
治
的
陰
謀
（
？
）」（『
石
井
進
著
作



八
九

『
吾
妻
鏡
』
空
白
の
三
年
間

591

集　

第
四
巻　

鎌
倉
幕
府
と
北
条
氏
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
六
一

年
）。

③　

五
味
文
彦
『
増
補　

吾
妻
鏡
の
方
法　

事
実
と
神
話
に
み
る
中
世　

新
装
版
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）。

④　

坂
井
孝
一
『
源
氏
将
軍
断
絶　

な
ぜ
頼
朝
の
血
は
三
代
で
途
絶
え
た
か
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ

研
究
所
、
二
〇
二
一
年
）。

⑤　

川
合
康
『
源
頼
朝　

す
で
に
朝
の
大
将
軍
た
る
な
り
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
二
一
年
）。

⑥　
『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
八
月
二
七
日
条
、『
愚
管
抄
』
巻
第
六
。
以
下
、
特
に
注
記
の

な
い
限
り
、
本
文
中
の
『
愚
管
抄
』
は
『
愚
管
抄
』
巻
第
六
を
指
す
も
の
と
す
る
。

⑦　

河
内
祥
輔
『
新
版　

頼
朝
の
時
代　

一
一
八
〇
年
代
内
乱
史
』（
文
藝
春
秋
、

二
〇
二
一
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）。

⑧　

木
村
茂
光
「
建
久
六
年
頼
朝
上
洛
の
政
治
史
的
意
義
」（『
初
期
鎌
倉
政
権
の
政
治

史
』
同
成
社
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）。

⑨　

源
実
朝
は
『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
一
〇
月
八
日
条
、藤
原
頼
経
は
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禄

元
年
一
二
月
二
九
日
条
、
藤
原
頼
嗣
は
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
二
年
四
月
二
一
日
条
。

⑩　
「
鎌
倉
幕
府
第
2
代
将
軍
源
頼
家
は
何
時
元
服
し
た
の
か
―
歴
史
雑
感
〔
65
〕
―
」

（
ブ
ロ
グ
『
歴
史
と
中
国
』
二
〇
二
一
年
、https://blog.goo.n

e.jp/kan
azaw

a4512/
e/ff0e3a8a85e8e839e90758a8e09b64ce

）。

⑪　
『
台
記
』
久
安
元
年
正
月
四
日
条
、『
本
朝
世
紀
』
久
安
五
年
一
〇
月
一
六
日
条
。

⑫　

九
条
兼
実
は
『
兵
範
記
』
保
元
二
年
八
月
一
四
日
条
、九
条
道
家
は
『
三
長
記
』
建

仁
元
年
八
月
一
一
日
条
、
一
条
実
経
は
『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
四
月
一
三
日
条
・
同

一
四
日
条
、
九
条
忠
家
は
『
玉
蘂
』
嘉
禎
三
年
七
月
二
〇
日
条
。

⑬　
『
教
言
卿
記
』
応
永
一
五
年
二
月
二
七
日
条
。
な
お
、
注
⑩
金
澤
ブ
ロ
グ
記
事
は
藤

原
頼
通
の
例
（『
権
記
』
長
徳
四
年
一
一
月
一
九
日
条
）
を
挙
げ
て
「
童
殿
上
の
例
は

基
本
的
に
摂
関
家
の
子
弟
で
す
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

本
来
の
童
殿
上
の
対
象
は
摂
関
子
弟
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。

⑭　

元
木
泰
雄
「
五
位
中
将
考
」（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
国
家
の
史
的

特
質　

古
代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）。『
公
卿
補
任
』
正
治
二
年
源
頼

家
尻
付
。

⑮　

注
④
坂
井
著
書
。

⑯　
『
本
朝
世
紀
』
久
安
五
年
一
〇
月
一
六
日
条
。

⑰　

藤
原
忠
通
が
中
宮
篤
子
内
親
王
か
ら
（『
殿
暦
』
康
和
五
年
一
二
月
九
日
条
）、藤
原

頼
長
が
女
御
藤
原
聖
子
か
ら
（『
中
右
記
』
大
治
五
年
正
月
三
日
条
）、藤
原
兼
長
が
皇

太
后
藤
原
聖
子
・
崇
徳
院
か
ら
（『
台
記
』
久
安
元
年
正
月
四
日
条
）、
一
条
実
経
が
中

宮
九
条

子
か
ら
（『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
四
月
一
四
日
条
）、そ
れ
ぞ
れ
手
本
を
贈
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
忠
通
が
白
河
院
か
ら
馬
を
、
皇
太
子
宗
仁
親
王
（
鳥
羽
天

皇
）
か
ら
和
琴
を
贈
ら
れ
て
い
る
（『
殿
暦
』
嘉
承
二
年
四
月
一
〇
日
条
）。

⑱　

小
林
直
樹
「『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
頼
家
狩
猟
伝
承
―
北
条
泰
時
と
の
対
比
の
視
点

か
ら
―
」（『
国
語
国
文
』
八
〇
―
一
、
二
〇
一
一
年
）。

⑲　

藪
本
勝
治
「『
吾
妻
鏡
』
の
文
脈
と
和
田
合
戦
記
事
」（『
軍
記
と
語
り
物
』

五
六
、
二
〇
二
〇
年
）。

⑳　

細
川
重
男
「
右
京
兆
員
外
大
尹
―
北
条
得
宗
家
の
成
立
―
」（『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話

と
歴
史
―
権
威
と
権
力
―
』
日
本
史
史
料
研
究
会
企
画
部
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出

二
〇
〇
一
年
）。

㉑　

藤
本
頼
人
「
源
頼
家
―
「
暗
君
」
像
の
打
破
」（
野
口
実
編
『
中
世
の
人
物
●
京
・

鎌
倉
の
時
代
編　

第
二
巻　

治
承
〜
文
治
の
内
乱
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
』
清
文
堂
出

版
、
二
〇
一
四
年
）。

㉒　

藤
原
頼
経
は
嘉
禄
元
年
一
二
月
二
九
日
元
服
、
嘉
禄
二
年
正
月
二
七
日
叙
爵
（『
公

卿
補
任
』）、
藤
原
頼
嗣
は
寛
元
二
年
四
月
二
一
日
元
服
、
二
八
日
叙
爵
（『
公
卿
補

任
』）。

㉓　
『
鎌
倉
年
代
記
』
仁
治
三
年
裏
書
。

㉔　

頼
家
は
寿
永
元
年
八
月
一
二
日
誕
生
、
一
四
日
三
夜
、
一
六
日
五
夜
、
一
八
日
七

夜
、
二
〇
日
九
夜
、
一
〇
月
一
七
日
幕
府
入
り
。
実
朝
は
建
久
三
年
八
月
九
日
誕
生
、

一
〇
日
二
夜
、
一
一
日
三
夜
、
一
二
日
四
夜
、
一
三
日
五
夜
、
一
四
日
六
夜
、
一
五
日

七
夜
、
一
〇
月
一
九
日
幕
府
入
り
、
一
一
月
五
日
御
行
始
、
二
九
日
五
十
日
・
百
日

儀
。

㉕　
『
三
長
記
』
建
久
六
年
八
月
一
三
日
条
。

㉖　
『
皇
代
記
』
土
御
門
天
皇
。
な
お
、『
皇
代
暦
』
な
ど
同
年
一
二
月
二
日
と
す
る
記
録

も
存
在
す
る
。

㉗　
『
三
長
記
』
建
久
七
年
一
一
月
二
五
日
条
。

㉘　
『
三
長
記
』
建
久
七
年
一
一
月
二
三
日
条
・
一
一
月
二
六
日
条
・
一
二
月
九
日
条
。



九
〇

592

㉙　
『
愚
管
抄
』。

㉚　
『
公
卿
補
任
』
正
治
二
年
源
頼
家
尻
付
。

㉛　
『
玉
葉
』
建
久
九
年
正
月
一
一
日
条
。

32　
『
玉
葉
』
建
久
九
年
正
月
七
日
条
。

33　

慈
円
書
状
（『
門
葉
記　

寺
院
三
』
所
収
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
九
八
号
）。

34　
『
愚
管
抄
』。

35　
『
吾
妻
鏡
』
建
暦
二
年
一
〇
月
一
一
日
条
。

36　
『
明
月
記
』
正
治
元
年
正
月
二
〇
日
条
。

37　

近
年
の
研
究
の
う
ち
、晩
年
の
頼
朝
の
政
策
に
否
定
的
評
価
を
下
す
も
の
と
し
て
注

④
坂
井
著
書
が
、肯
定
的
な
評
価
を
下
す
も
の
と
し
て
元
木
泰
雄
『
源
頼
朝　

武
家
政

治
の
創
始
者
』（
中
央
公
論
新
社
、二
〇
一
九
年
）
や
注
⑤
川
合
著
書
が
挙
げ
ら
れ
る
。

38　

拙
稿
「
源
通
親
―
権
力
者
に
仕
え
続
け
た
男
の
虚
像
」（
注
㉑
野
口
編
著
書
所
収
）。

39　

美
川
圭
「
公
卿
議
定
制
か
ら
見
る
院
政
の
成
立
」（『
院
政
の
研
究
』
臨
川
書
店
、

一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）。

40　
『
後
愚
昧
記
』
応
安
四
年
五
月
一
九
日
条
。
拙
稿
「
鳥
羽
院
政
期
王
家
と
皇
位
継
承
」

（『
中
世
前
期
の
政
治
構
造
と
王
家
』東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
五
年
、初
出
二
〇
一
二

年
）、「
鳥
羽
院
政
期
の
公
卿
議
定
」（『
古
代
文
化
』
六
八
―
一
、
二
〇
一
六
年
）。

41　
『
百
錬
抄
』
応
保
二
年
八
月
二
四
日
条
・
長
寛
元
年
六
月
二
三
日
条
等
。
下
郡
剛
「
公

卿
議
定
制
に
見
る
後
白
河
院
政
」（『
後
白
河
院
政
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
九

年
、
初
出
一
九
九
六
年
）。

42　

拙
稿
「
二
条
親
政
の
成
立
」（
注
40
拙
著
所
収
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）。

43　
『
玉
葉
』
建
久
六
年
九
月
二
五
日
条
。

44　

注
42
拙
稿
。

45　
『
明
月
記
』
正
治
二
年
二
月
九
日
条
。

46　
『
中
右
記
』
長
承
三
年
三
月
一
九
日
条
。

47　

近
年
の
研
究
と
し
て
、
坂
井
孝
一
『
源
実
朝　
「
東
国
の
王
権
」
を
夢
見
た
将
軍
』

（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）、
注
④
坂
井
著
書
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
帝
京
大
学
文
学
部
准
教
授
）


